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研究要旨 

 
Ａ．研究目的 
 本研究の目的は、世界保健機関（WHO）において

2024年に採択された、疾病の国際的拡大の防止とそ

れへの対応に関する規則である「国際保健規則

（2005）」（IHR）の改正が、船舶の運航に関する

問題について、どのような意義・含意を有するかを

検討することである 。WHOにおけるIHR改正交渉

において、感染症の拡大が船舶の運航に及ぼす影響

の問題は、必ずしも大きな注目を集めたわけではな

い。しかし、疾病の国際的拡大への対応と国際交通

の円滑な実現とのバランスというIHRの根幹に関

わる問題をめぐる議論があり、これは船舶の運航に

も含意を有するものであった。また、日本政府は、

COVID-19の流行時におけるクルーズ船への対応の

経験を踏まえて、船舶における保健上の措置に関す

る具体的な提案を行っていた。そこで、採択されな

かった提案とその不採択の評価も含めてIHRの

2024年改正を検討し、船舶の運航に対するパンデミ

ックの影響について国際社会はどの程度備えを強

化することができたのかを評価する。 

 
1 The Independent Panel for Pandemic Preparedness 
and Response, COVD-19: Make it the Last Pandemic 
<https://theindependentpanel.org/wp-
content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-
Pandemic_final.pdf> (accessed 1 April 2025). 
2 World Health Assembly Resolution WHA73.1, para. 

 
Ｂ．研究方法 
 WHOによって公開されているIHRの改正条文と

各国による改正提案等の改正交渉の関連資料を主

な素材として、さらに関連する条約・国際判例およ

び学術的な文献等の渉猟を行い、これらの資料・文

献をもとに情報の整理と考察を行った。 
 
（倫理面への配慮） 
実験は行っておらず、また人権への配慮を要する

研究手法をとっていないため、該当事項はない。ま

た、研究に用いた資料はすべて公開情報である。 
 
Ｃ・Ｄ．研究結果及び考察 
1．IHR 改正に至る背景 
 COVID-19 の拡大を受け、世界の健康危機への備

えと対応能力の構築・強化の必要性と、それを実現

するための方策が、パンデミックへの備えと対応

に関する独立パネル（IPPPR）1、IHR 検証委員会2

および独立監視諮問委員会（IOAC）3等において議

9(10); Report of the Review Committee on the 
Functioning of the International Health Regulations 
(2005) during the COVID-19 response, WHO Doc. 
A74/9 Add.1 (5 May 2021). 
3 Independent Oversight and Advisory Committee for 
the WHO Health Emergencies Programme, Interim 

本研究では、世界保健機関（WHO）において 2024 年に採択された国際保健規則（2005）（IHR）の改正

内容とその意義について、特にクルーズ船をはじめとする船舶の運航に関係する規定の改正に焦点を当

てて検討した。具体的には、2024 年改正の全体像を整理した上で、船舶関連の改正提案、その提案に対す

る IHR 改正に関する検証委員会報告書の評価、および実際に採択された改正条文の意義を分析した。さ

らに、採択には至らなかった改正案についても、提案内容および不採択という結果の意義を可能な範囲で

検討した。 
IHR の 2024 年改正における船舶関連規定の改正は、全体としては既存規定の内容を明確化するにとど

まる。COVID-19 パンデミックで明らかになった課題を受けて、新たな権限・義務を導入したり、既存の

権限・義務を実質的に強化したとは言いがたい。もっとも、規定の確認的な改正であっても、改正を通じ

て一定の共通理解が確認されたと捉えられる点では意義があり、また、不採択に終わった提案について

も、交渉の過程で既存条文の解釈が整理されたと評価できる場合がある。さらに、輸送機関およびその運

行者に関する技術的要件を定める附属書 4 に、「備え（prepare for）」に関する言及が追加されたことは、

今回の改正全体の基本方針とも合致する理念的に重要な変更と評価できる。この改正は、国際海事機関

（IMO）など船舶に関する技術的な規則・基準を議論するに適した他のフォーラムにおいて、将来的に具

体的な規則・基準が検討される契機となりうる。 

厚生労働科学研究費補助金（地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業） 
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論された。COVID-19 による影響は極めて甚大なも

のであったことから、議論の多くは WHO を中心と

した健康危機への対応の強化のグランドデザイン

に関わるものであり、クルーズ船を含む船舶の運

航について生じた問題については、周辺的な問題

としてしか扱われていない。 
もっとも、COVID-19 対応における IHR の適用

について詳細に検討した WHO の IHR 検証委員会

報告書は、海上交通の制限について一定の言及を

している。同委員会は、大きなクルーズ船ではその

環境ゆえに多くの旅客が感染するリスクがあり、

参加国および輸送機関の運航者に IHR で想定され

ているスケールを超えた課題を突きつけていると

指摘した4。また、こうした状況に対しては、各国

が追加的な保健措置を取る際に、IHR の 43 条をそ

の文言上のみならず精神の上でも遵守することが

必要であるとしている5。また、国際クルーズ船に

対して隔離・検疫措置、国際的なコンタクト・トレ

ーシング、ケアおよび旅客の帰還についての参加

国の責任を明確に定義することを検討すべきであ

るとの提言もなされた6。 
 WHO 加盟国は第 74 回 WHO 総会において、

「WHO の強化に関する WHO 加盟国作業部会

（WPGR）」を設立し、IHR の改正のための議論を

行うことと、パンデミックの予防、備えおよび対応

に関する WHO の新たな法的文書の作成に向けた

交渉を行うことを決定した7。そして、そこでの交

渉を受けて、2022 年の第 75回WHO総会では、IHR
の部分的な改正（targeted amendments）を行うため

のプロセスを開始することが決定された8。また、

この実質的な改正に向けたプロセスの改正と並行

して、IHR の改正に関連する規定が 2022 年 5月に

改正され、改正の効力発生までの期間が、改正の採

 
report on WHO’s response to COVID-19, January-
April 2020 
<https://www.who.int/publications/m/item/ioac-
interim-report-on-who-s-response-to-covid-19> 
(accessed 1 April 2025). 
4 Report of the Review Committee, supra note 2, p. 44. 
5 Ibid., pp. 14 and 45. 
6 Ibid. 
7 Stefania Negri, “International Health Law (2021)” 
Yearbook of International Disaster Law, Vol. 4(1) 
(2023), pp. 604–606. 
8 World Health Assembly Decision 75.9, 
“Strengthening WHO preparedness for and Response to 
Health Emergencies” (27 May 2022). 
9 World Health Assembly Resolution 75.12, 
“Amendments to the International Health Regulations 
(2005)” (28 May 2022) in World Health Organization, 
Seventy-Fifth World Health Assembly: Resolutions and 
Decisions, Annexes (WHO, 2022), WHO Doc. 
WHA75/2022/REC/1, 24–25. 
10 World Health Assembly Resolution 77.17, 

択後 24ヶ月から 12ヶ月に短縮された9。その後、

約 2 年間の交渉を経て、IHR の改正案が 2024 年の

第 77回WHO総会においてコンセンサスで採択さ

れた10。採択された改正は、WHO憲章 22 条の規定

に従って、採択についての妥当な通告がなされた

後に、拒絶・留保を通告した国以外のすべての加盟

国に対して効力が生じることになる。2024 年改正

については、2024 年 9月 19 日付で通告がなされて

おり、この日から 12 か月後となる 2025 年 9月 19
日に発効することとなる11。 
 
2．IHR の 2024 改正の概要 

IHR の 2024 年改正は、世界的な規模での感染症

の拡大への対応の強化として、「パンデミック緊急

事態（Pandemic Emergency）」に関する規定の新設

と、「調整資金メカニズム」および「実施委員会」

の新設を主な内容とするものである。また、IHR の

原則として「衡平（equity）」と「連帯（solidarity）」
を追加するとともに、規則の全体を通して疾病の

国際的拡大への「備え」を強調する改正も行われた。 
 第 1 のパンデミック緊急事態は、IHR にこれま

で規定されていた「国際的に懸念される公衆衛生

上の緊急事態」（PHEIC）のうち、地理的な範囲、

保健システムの対応能力、社会的混乱および必要

となる国際的協力といった観点から、特に世界的

に重大な影響を及ぼすものとして定義された（1
条・12 条）。その認定のための考慮事由と手続は

PHEIC と共通であり、WHO 事務局長がその宣言を

行う権限を有する。PHEIC を認定する場合には、パ

ンデミック緊急事態に当たるかも必ず判断しなけ

ればならないことになった。もっとも、パンデミッ

ク緊急事態と認定されても、IHR 上は WHO や
WHO 加盟国に通常の PHEIC の場合と比べて追加

的な権限が生じるわけではない12。また、COVID-19 

“Strengthening Preparedness for and Response to 
Public Health Emergencies through Targeted 
Amendments to the International Health Regulations 
(2005)” (1 June 2024). 
11 ただし、改正の効力発生までの期間を短縮する

2022 年の IHR 改正に拒絶・留保を通告している

国はあり、これらの国との関係では 24ヶ月後に

発効する。 
12 もっとも、IHR の改正と並行して交渉が行われ

ていたパンデミック条約において法的帰結をもた

らす条文が設ける可能性は想定されていた。Gian 
Luca Burci, Adam Strobeyko, and Daniela Morich, 
“Global Health Law Reforms: An Update on the 
Amended International Health Regulations and the 
Pandemic Agreement Negotiations” (ASIL Insights, 
July 25, 2024) 
<https://www.asil.org/sites/default/files/ASIL_Insights_
2024_V28_I7.pdf> (accessed 1 April 2025). その後合

意されたパンデミック条約には、パンデミック緊
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の場合を含めたこれまでの PHEIC の認定において

は、むしろ認定が慎重すぎたのではないかとの批

判があり、PHEIC に至らない場合の対応について、

段階的な制度を設ける提案もなされていたが（い

わゆる「黄色信号」の新設）、採用されるには至ら

なかった13。 
 第 2 に、新たな制度的枠組みとして、調整資金メ

カニズム（coordinating financial mechanism）（44 条

の 2）と IHR の実施のための参加国委員会（States 
Parties Committee for the Implementation of the 
International Health Regulations (2005)）が新設された

（54 条の 2）。前者は、COVID-19 への対応で顕在

化した、特に開発途上国における感染症対応のた

めのリソース不足の問題に対処しようとするもの

である。その主な目的は、中核的能力の構築・強化・

維持のために、IHR の実施のための適時かつ予測可

能で持続可能な資金提供を促進することとされて

いる。IHR 改正の交渉過程においては、開発途上国

は新たな資金メカニズムの設置を求めたのに対し

て、既存の資金提供・資金調達手段を効率的に活用

するためのメカニズムの設置で妥協に至ったもの

といえる。ただし、このメカニズムについては、そ

の目的や機能等に関する一般的な規定が置かれて

いるだけであり、実際の運用は今後の議論次第と

なる。 
 後者は、将来のパンデミックに備える上で、IHR
の遵守の確保を強化しなければならないとの主張

に基づくものである。しかし、遵守確保のために強

力なレビューの仕組みを導入することについては

必ずしも合意が得られずに、IHR の目的を実現する

上で IHR の遵守を確保する必要性と、国内保健政

策への必要以上の介入に対する懸念とのバランス

の中で、妥協的な性格の仕組みが設けられること

になった。 
結果として合意された遵守委員会は、「IHR、特に

44 条および 44 条の 2 の実施を促進するための委員

会」として位置づけられた。文言上、IHR のすべて

の規定がその所掌内となりうるものの、資金

（funding）に関する規定である 44 条および 44 条

の 2 が特に明記されているのが特徴である。委員

会は、「促進的および協議的な性格のもの」であり、

「敵対的でなく、懲罰的でなく、支援的で透明性の

ある方法によって機能する」と規定された。具体的

には、IHR の実効的な実施に関する学習の促進、ベ

スト・プラクティスの共有、参加国間の協力の推進

を目的として活動することとされている。IHR の実

施に関する報告とレビューについては、改正前か

ら条文は存在しており（54 条）、実施状況の検討は

 
急事態が宣言された場合に適用される規定が設け

られている。 
13 David Fidler, “The Amendments to the International 
Health Regulations Are Not a Breakthrough.” (Think 
Global Health, 7 June 2024) 

WHO総会下のプロセスでも行われてきた。またそ

の外部でも、Global Health Security Agendaや Global 
Health Security Index 等による評価の試みが行われ

てきた。このような文脈の中で追加的に新設され

ることになった実施委員会については、その権限

等に鑑みれば、IHR の遵守強化への貢献は期待でき

ないとする批判も既に存在する14。 
 第 3 に、IHR の実体的な原則・規則に関する改正

が行われ、衡平（equity）および連帯（solidarity）が

IHR の原則に追加された。IHR の原則を定める 3 条

は、IHR の実施にあたって、人の尊厳、人権および

基本的自由を完全に尊重することを規定していた

ところ、これに「衡平および連帯を促進するものと

する」との文言が追加された。そして、この原則を

具体化するものとして、PHEIC 時における「関連保

健製品」への衡平なアクセスに関する規定が追加

された（13 条）。 
これらの改正は、COVID-19 への対応において、

特に開発途上国で個人保護具やワクチン・医薬品

の入手が困難な状況が生じたことを背景とするも

のである。改正条文の 13 条 8 項は、WHO が保健

製品への迅速なアクセスを促進し、そのための障

壁を取り除くために務めなければならないと規定

している。具体的には、主に調整のためのメカニズ

ムを機能させることや、途上国に対する支援を実

施することが想定されており、WHO-coordinated 
mechanisms と呼ばれるメカニズムが予定されてい

るが、WHO による既存の技術的支援を超える内容

は必ずしもないとの評価もある15。また、規則の実

施に関する参加国相互の協力・援助義務を強化す

る改正もなされた（44 条 2 項の 2）。これも特に途

上国のニーズに配慮した規定であるが、財政的資

源の動員に関する協力について「適用される法お

よび利用可能な資源に従い」という限定付きで行

うものとなっており、各国に対して強い義務を課

すものではない。 
 最後に、IHR の 2024 年改正では、疾病の国際的

拡大への「備え（preparedness）」を強調する一連の

改正が行われた。IHR の目的および範囲を規定して

いる 2 条は、「疾病の国際的拡大を防止し、防護し、

管理し、およびそのための公衆衛生対策を提供す

ること」に言及していたところ、この表現に「これ

に備え（prepare for）」という文言が追加された。疾

病への国際的拡大に対する備えの考え方は、各国

がそなえるべき中核的能力（core capacity）に、防

止（prevent）および備え（prepare for）のためのも

のを含むことを明確化する形でも反映されている。

<https://www.thinkglobalhealth.org/article/amendments
-international-health-regulations-are-not-breakthrough> 
(accessed 1 April 2025). 
14 Ibid. 
15 Burci et al, supra note 12. 
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サーベイランスに関する中核的能力について規定

する 5 条 1 項は、事象の検知、アセスメントおよび

通報・報告についてのみ言及していたのに対して、

事象の防止も追加する改正が行われた。同様に、公

衆衛生対応に関する 13 条 1 項についても、PHEIC
およびパンデミック緊急事態を防止し、これに備

える能力への言及が追加された。さらに、中核的能

力として求められるものの内容について詳細を規

定している附属書 I についても、予防・備えの観点

からの改正が行われることとなった。 
 
3．船舶の運行に関係する IHR の 2024 年改正の内

容とその検討 
 IHR の 2024 年改正では、国際保健システムの健

康危機への全体的な対応強化に関する改正に加え

て、輸送機関、とりわけ船舶の運行に関わる規定に

も一定の修正が加えられた。これらの修正は、感染

症の国際的拡大をより効果的に防止する観点から、

輸送機関の運航者がとるべき措置や、参加国が講

じておくべき備えについての明確化を図るもので

ある。その大半は、既存の条文の解釈として導き出

せる内容を明確化するにとどまるが、規定の明確

化が図られただけでも一定の意義があると評価す

ることはできる。特に、日本が提案した 24 条およ

び附属書 4 の改正は、クルーズ船における感染拡

大への初動対応で直面した課題を踏まえ、平常時

からの備えや情報共有の重要性を制度の中に書き

込もうとするものと捉えることができ、今後の対

応において手がかりを与えるものである。 
 以下では、24 条および附属書 4、27 条、28 条お

よび 43 条の順で、船舶の運行に関係する IHR の条

文の主な改正内容について検討する。 
 
（1）24 条（輸送機関の運航者）および附属書 4 
 24 条 1 項は、WHO が勧告し参加国が採択する保

健上の措置を、輸送機関の運行者が遵守すること

などを確保するよう参加国に義務付ける規定であ

る。また、24 条 2 項は、附属書 4 において本条に

基づき輸送機関および輸送機関の運行者に適用さ

れる特別規定を定めるものとしている。附属書 4
は、「輸送機関および輸送機関の運行者に関する技

術的要件」と題された文書で、その A 節 1 では、

輸送機関の運行者に対して、(a)貨物、コンテナおよ

び輸送機関の検査、(b) 輸送機関上の人に対する医

学的検査、(c) 本規則に規定するその他の保健上の

措置の適用、および(d) 参加国の要求する関連する

公衆衛生情報の提供が円滑に行われることを義務

 
16 Proposed Amendments to the International Health 
Regulations (2005) submitted in accordance with 
decision WHA75(9) (2022) 
<https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIH
R_Submissions-en.pdf>, p. 89 (accessed 1 April 2025). 

付けるものである。 
 2024 年改正では、WHO が勧告し自国が採択した

保健上の措置の履行について規定している 24 条 1
項 a に、「（輸送機関上および乗船（搭乗・乗車）・

下船（降機・下車）中における適用を含む）」とい

う文言が追加された。また、保健上の措置の旅行者

への周知について定めるｂ号にも同じの文言が追

加された。これによって、輸送機関上の検疫等の措

置についても、輸送機関の運行者がこれを履行し、

旅行者に周知するよう、参加国が確保するための

措置をとらなければならないことが明確になった。 
また、附属書 4 については、A節 1 が、運行者に

対して保健上の措置の適用等が「円滑に行われる

ようにすること」を指示するものであったところ、

「適当な場合には、備える（ prepare for, as 
appropriate）」ことも輸送機関の運行者に求める内

容が追加された。また、単に「他の保健上の措置の

適用」について規定していた c号に、（輸送機関上

および乗船（搭乗・乗車）・下船（降機・下車）中

における適用を含む）」が追加された。 
 24 条および附属書 4 の改正は、日本の提案に由

来するものである16。日本提案は、 24 条 1 項への

「(d)必要な場合に速やかに輸送機関上での検疫措

置をとること」とする規定の追加と、附属書 4 の A
節 3 に「輸送機関の運行者は、公衆衛生リスクが輸

送機関上で認められた場合に要請される適当な措

置を実施するための計画を可能な範囲で事前に準

備する」との規定の追加を提案するものであった。 
この提案は、ダイヤモンド・プリンセス号への対

応の経験を背景としたものであると考えられる。

クルーズ船における感染症の拡大については、速

やかに船上で検疫措置をとることが重要であり、

そのためには感染症の発生時にとるべき対応につ

いて事前の準備があることが望ましい。また、日本

では COVID-19 の流行拡大を踏まえた対応として、

国際クルーズ船等の一定の船舶については感染対

策に関する計画の策定を義務付けており17、そのよ

うな備えを確保することが COVID-19 の教訓を活

かして将来におけるパンデミックへの備えを向上

させる重要な手段であることは指摘されていた。 
 これに対して、主に技術的観点から各国による

改正提案の検討を行った IHR 改正に関する検証委

員会報告書では、24 条 1 項に「必要な場合に輸送

機関上での検疫措置の実施」を追加する提案につ

いて、輸送機関が船上で検疫措置を実施できる能

力を有することの重要性には同意しつつ、その精

神は 24 条 2 項で参照されている附属書 4 にすでに

17 海上運送法施行規則 23 条の 9 は、海上運送法

10 条の 3第 2 項で定めなければならないとしてい

る安全管理規定の内容に感染症の予防と対応に関

する事項を含めなければならないとしている。こ

の改正は、2020 年 11月に施行された。 
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反映されているという理解を示し、また、24 条 1 項

(a)に規定されている保健上の措置は、検疫を含む

ものとして定義されていることを指摘していた18。

附属書 4 の下で輸送機関に感染症に備えた計画を

準備することを義務付ける提案については、参加

国がとる保健上の措置に輸送機関が従う義務（24
条）と、輸送機関上での公衆衛生リスクの証拠が存

在する場合に権限当局がとる行動についての 27 条

の具体的な規定との関係が問題となりうることに

ついて指摘していた19。 
 24 条 1 項の改正条文は、参加国が確保すべき輸

送機関の対応を拡大するものではなく、船上での

保健措置の適用について明示的に言及することで、

輸送機関上の人に対する適用の確保を確認するも

のとなっている。これは日本が規定の改正を提案

した趣旨に適った内容である。交渉過程における

議論状況については公開の資料がないために必ず

しも明らかではないが、乗船・下船時の適用につい

ても明記されたことで、輸送機関が対応すべき厳

密な時間的範囲についてもより具体化された。も

っとも、あくまでも従来の規則の下で法的には可

能であった具体的な措置を確認する改正であり、

輸送機関の運行者による対応の具体的な内容やそ

れを確保する参加国の義務を拡大または強化する

ものではない。 
 附属書 4 で輸送機関の運行者が保健上の措置に

ついて「適当な場合には、備える（prepare for, as 
appropriate）」べきであるとされたことも、新たに具

体的な対応を義務づけるものではないが、理念的

には重要な改正である。IHR 改正に関する検証委員

会報告書は、保健上の措置の実施について参加国

がすでに権限を有し、また輸送機関による確保に

ついて義務を負うことで、船舶を含む輸送機関に

おける対応については十分であると考えていたよ

うである。しかし、COVID-19 パンデミックにおい

て対応が問題となった大型クルーズ船のような輸

送機関では、その大きさと乗客数の多さゆえに、保

健上の措置の実施は必ずしも容易な作業ではなか

った。したがって、感染症が拡大するような自体へ

の対応については、単に保健上の措置の実施につ

いて義務づけるだけでなく、平常時からマニュア

ルを整備するなどの方法により、より具体的に保

健上の措置の実施が必要となった場合に備えてお

くべきことを明記することには意義があったと考

えられる。また、このようなアプローチは、今回の

改正で IHR の目的（2 条）でも「疾病の国際的拡大

 
18 Report of the Review Committee regarding 
amendments to the International Health Regulations 
(2005), WHO Doc. A/WGIHR/2/5 (6 February 2023), 
p. 63. 
19 Ibid., p. 86. 
20 「「保健上の措置」とは、疾病または汚染の拡

に備える」ことが追加されたこととも整合的であ

る。 
これに対して、改正条文の規定ぶりは、計画の策

定という具体的な対応を定めていた日本提案と比

べて抽象的なものとなっており、かつ、「適当な場

合には」という限定がつくことになった。そのため、

それ自体としては、感染症に日常から備えること

が重要であるという理念以上に、具体的な措置を

促す実効性を期待できるものになっているとはい

いがたい。ただし、国際海事機関（IMO）のような

船舶に関する技術的な事項の検討に適したフォー

ラムにおいて、備えの強化の具体的な内容につい

て将来的に検討することの契機にはなりうるもの

である。 
 
（2）27 条（影響を被った輸送機関） 
 27 条 1 項は、公衆衛生リスクが輸送機関上で検

知された場合に、権限当局がとりうる措置に関す

る規定である。この規定は、疾病の拡大を防止する

ために必要な場合に、輸送機関の隔離を含む追加

的な保健上の措置を実施することができるとする。

2024 年改正では、とりうる追加的な保健上の措置

の例として、従来は隔離のみが挙げられていたと

ころに、「検疫措置」を追加するという比較的軽微

な改正が行われた。「保健上の措置」という概念は

1 条 1 項で定義されており20、検疫措置も含まれる

ことから、規定の内容に実質的な変更はない。 
 27 条については、権限ある当局が「輸送機関の

運行者、航空機の機長または船舶の船長に対して、

輸送機関上で実行可能な措置を実施することを要

求する」権限を追加する提案が日本によってなさ

れていたが、採用されなかった。公式な記録ではそ

のような指摘は必ずしも見当たらないものの、日

本の研究者による文献ではダイヤモンド・プリン

セス号への対応にあたり、同号の船長の協力を得

ることが実際の対応において支障となっていたと

の記載がある21。いずれにしても、寄港国の権限当

局が必要と認める措置が輸送機関において円滑か

つ確実に実施されることは感染症対策において重

要であり、そのためには権限等局と入港船舶の船

長等の責任者との関係は明確である必要がある。

提案の背景にはこのような問題意識があると考え

られる。 
 IHR 改正に関する検証委員会報告書はこの提案

について、すでに 27 条 1 項の下で追加的な保健上

の措置を実施する権限が権限当局にある以上、輸

大を防止するために適用される手続をいい、保健

上の措置には、法執行措置または安全保障上の措

置は含まない。」と定義されている。 
21 兼原敦子「「パンデミック国際法」における海

洋法：ダイヤモンドプリンセス号にかかる寄港国

措置」『国際問題』No. 699（2021 年）12頁。 



 
 

65 

送機関の運行者に具体的な措置の実施を要求でき

る旨を規定する必要はないとした22。また、規制を

行う参加国の能力は管轄権に関する国際法に服し

ており、輸送機関の所在によっては参加国が新た

に提案している義務を実施する能力がない場合が

ありうると指摘していた。 
 このように、27 条 1 項が権限当局に追加的な保

健上の措置を実施する権限を与えていることに、

輸送機関の運行者がこれに従わなければならない

ことは含意されていると理解するのは合理的な解

釈といえる。しかし、このことは条文上ただちに明

らかとまではいえず、また、旗国と船舶が入港した

国との権限配分が問題となるような場面では特に

明確化することには意味があったといえる。輸送

機関における保健上の措置の確実な実施について

は、24 条 1 項に規定があるが、前述の通り、この

規定は「自国が採択した保健上の措置」を輸送機関

が確実に行うよう参加国が確保しなければならな

いというものである。これは船舶についていえば、

自国の旗を掲げる船舶に対して旗国が保健上の措

置の実施を確保する場面を想定していると考えら

れる。こうした中で、入域地点の権限当局と輸送機

関の運行者との関係について確認することには、

一定の意義がありえたのではないかとも考えられ

る。 
 また、この提案には管轄権に関する国際法上の

規則に対する含意が確かにあるが、その点で問題

を生じるものであったとはいえない。IHR 改正に関

する検証委員会報告書が懸念する点については、

そもそも日本の提案は義務を新たに設けるもので

はなく、権限を明確化するものであるので、輸送機

関の運行者に対して権限を持たない国が対応を義

務付けられることはない。また、提案が主に念頭に

おいていたと考えられる入港中の船舶という具体

的な場面については、国際法上、入港国は領域主権

に基づいて権限を行使しうる立場にあるので、管

轄権に関する国際法上の規則に抵触する形で権限

行使を認めるということにはならない23。本規定に

ついては、それ以外の場合も想定されるかもしれ

ないが、57 条は「本規則の規定は、他の国際的合

意に規定された参加国の権利および義務に影響を

及ぼすものではない」としているので、いずれにせ

 
22 Report of the Review Committee regarding 
amendments to the International Health Regulations 
(2005), supra note 18, p. 63. 
23 Joanna Mossop, “Law of the Sea and the 
Pandemic—Humanitarian Principles under Siege?,” 
Australian Yearbook of International Law, Vol. 39 
(2021), p. 85; Makoto Seta, “International Framework 
for Cruise Vessels in the Post-Pandemic Asia-Pacific 
Region: Unclear Rights over Internal Waters,” Chinese 
(Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs, 
Vol. 39 (2021), p. 182. 

よ、管轄権を国際法上行使できない場合にまで本

規定が権限を付与していると読むことは困難であ

る。 
 
（3）28 条（入域地点の船舶および航空機） 
 28 条は船舶および航空機の寄航が公衆衛生上の

理由によって妨げられてはならないことや（1 項）、

自由交通許可（free pratique）を拒絶してはならない

こと（2 項）を定めている規定である。28 条 4 項

は、船舶・航空機の船長・機長に対して、公衆衛生

リスクが船上・機上で発生したことを認識した場

合に、目的地の港に連絡する義務を課すものであ

る。この規定については、「制限交通許可（controlled 
pratique）」の概念を導入するインドの提案24と、入

港予定の船舶・航空機に対して、入港後に適用する

保健上の措置を当局が事前に通知する権限を追加

する日本の提案25があったが、いずれも採用されな

かった。 
 IHR 改正に関する検証委員会報告書は、「制限交

通許可」を導入する提案の内容が明らかではない

ことを指摘しつつ、現行の IHR の下でも自由交通

許可は完全な自由を意味せず、一定の措置の対象

となるという意味での制限はあるので、「制限交通

許可」という用語を導入することは混乱を招きう

ると指摘していた26。また、入航地の当局による保

健上の措置の事前通知については、「権限当局」に

関する定義上の問題を指摘するとともに、28 条 4
項ならびに 5 項(a)および(b)ですでにそのような権

限が規定されているとしていた27。 
 「制限交通許可」の導入提案には、確かにこの概

念の具体的な内容が明らかではないという問題が

ある。この提案は全く新たな概念を用いた提案で

あるにも関わらず、提案は特にこの点に関する説

明を伴うものではなかった。もっとも、公衆衛生上

の理由による国際交通の規制を、公衆衛生リスク

に応じたものに限定することを原則とする現在の

考え方から、より強力な規制を基調とするものへ

と転換させるべきであるとの意図を汲み取ること

は可能である。海上交通に対する規制をこのよう

に強化する発想については、COVID-19 が海上交通

に及ぼした影響に鑑みれば、望ましい方向であっ

たかに疑問がある28。いずれにせよ、国際交通の利

24 Proposed Amendments to the International Health 
Regulations (2005) submitted in accordance with 
decision WHA75(9), supra note 16, p. 68. 
25 Ibid., p. 92. 
26 Report of the Review Committee regarding 
amendments to the International Health Regulations 
(2005), supra note 18, p. 64. 
27 Ibid. 
28 Thomas Mulder and Natalie Klein, “WHO at Sea: 
Maritime Dimensions of the Proposed Pandemic Treaty 
and Changes to the International Health Regulations 
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益と保健上の措置をとる必要性のバランスのあり

方については、「制限交通許可」という新規の概念

を通じてではなく、この点に関する従来からの中

心的な規定である 43 条との関係で議論されること

となった。 
 日本が提案していた改正については、現行の IHR
の規定に含まれているというのが IHR 改正に関す

る検証委員会報告書の見解であった。しかし、報告

書で挙げられた条文はいずれも寄港地の当局と船

舶・航空機の間の情報交換に関する規定であり、日

本の提案に相当する具体的な内容が含まれている

といえるかには疑問がある。入港前から適用され

る保健上の措置が通知されていれば、入港時点か

らの円滑かつ速やかな措置の実施が可能となり、

場合によっては入港前から自主的な措置の適用も

期待できる点で、日本提案に理由はあったものと

思われる。 
もっとも、同趣旨の規定は COVID-19 パンデミ

ックへの対応として採択された国際海上交通簡易

化条約（FAL 条約）の 2022 年改正で盛り込まれて

おり、IHR の改正で導入する必要はなくなってい

た。FAL 条約附属書第 6節 6.15 は、船舶が関連す

る計画・手順を実施し船員に必要な指針を提供す

るために、適用される保健上の措置に関する情報

を、入手可能な場合には、到着に先立って提供しな

ければならないと規定している。 
 
（4）43 条（保健上の追加措置） 
 43 条は、特定の公衆衛生リスクまたは国際的に

懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応して、IHR
が禁止している措置が例外的に許容される場合に

ついて規定している。IHR の目的（2 条）に含まれ

ている疾病の国際的拡大への対応と「国際交通お

よび取引に対する不要な阻害の回避」の 2 つの要

素のバランスの図るために重要な規定であり、各

国が独自の判断で必要と認める追加的措置をとる

場合の実体的および手続的な義務を課している。

実体面では、措置が合理的に利用可能な代替措置

よりも国際交通を制限せず、かつ、人に対して侵襲

的または立ち入ったものであってはならないこと

や、追加的措置が科学的諸原則や科学的証拠に基

づいていなければならないこととしている（43 条

2 項）。手続面では、国際交通を大幅に阻害する措

置を実施しようとする場合にはその根拠と関連す

る科学的情報を WHO に提供すること（43 条 3 項）、

 
2005” Marine Policy, Vol. 159 (2024) 105918, at p.4. 
29 例えば、避難港の制度をモデルとした新たな制

度を提案するものとして、Mossop, supra note 23, p. 
89. この問題は船舶に限らず、国境措置一般につ

いて問題となった。Caroline Foster, “Justified 
Border Closures Do Not Violate the International 
Health Regulations 2005.” (EJIL Talk!, 11 June 2020) 
<https://www.ejiltalk.org/justified-border-closures-do-

またそのような措置を実施した場合には 48 時間以

内に措置と保健上の根拠を WHO に通報すること

などを定めている（43 条 5 項）。 
 船舶との関係では、IHR が通常は通過中の船舶に

対する保健上の措置、公衆衛生上の理由による入

域地点への船舶の寄航の禁止、船舶に対する自由

交通許可の拒絶を禁止しているのに対して（25 条

1 項・28 条 1・2 項）、このような措置をとることを

例外的に可能にする点で重要な規定である。

COVID-19 パンデミックにおいては、船舶の入港禁

止や船舶の乗員・乗船の下船を拒否する措置をと

った国が多く、緊急時における公衆衛生対策との

間でどのようにバランスのとれた対応を実現する

かは極めて大きな課題となっていた29。 
 しかし、2024 年改正では、43 条 1・2 項の下でと

られる追加措置によって影響を受ける参加国が措

置を実施する参加国に協議を申し入れることがで

きるとする 7 項に修正があったのみである。改正

前は直接の協議のみが規定されていたのに対して、

改正によって WHO 事務局長を通じて行う方法が

追加され、その際に事務局長が協議をファシリテ

ートすることができる旨が明記された。また、

COVID-19 への対応においては国家間での共有さ

れた情報の取り扱いに関する問題が生じたことを

背景として、共有された情報の秘密保持に関する

一文が追加された。 
 加盟国によってなされた提案には、最終的に改

正に盛り込まれた追加措置の実施に関する協議に

関するものの他に、43 条が実現しようとしている

国内レベルでの保健措置の実施の必要性と、他国

への均衡性を欠くまたは不必要な影響の回避との

間で、より適切と考えられるバランスを実現しよ

うとするものも含まれていた30。 
欧州連合（EU）は、43 条 1 項の下で保健上の追

加措置をとる場合について、定期的なリスク・アセ

スメントに基づくこと、具体的な特定の保健リス

クに対して均衡性のある対応を提供するものであ

ること、および定期的に見直しを行うことという

追加要件を課すことを提案していた31。また、その

限界については、到達可能な最高レベルの健康の

保護を実現する他の合理的な代替手段との関係に

おいて、国際交通により制限的でなく、人に対して

侵襲的であってはならない等の規定を置くことを

not-violate-the-international-health-regulations-2005/> 
(accessed 1 April 2025). 
30 Report of the Review Committee regarding 
amendments to the International Health Regulations 
(2005), supra note 18, p. 68. 
31 Proposed Amendments to the International Health 
Regulations (2005) submitted in accordance with 
decision WHA75(9), supra note 17, p. 30. 
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提案していた32。さらに、7 項においても、追加的

な保健措置をとる国に対して、到達可能な最高レ

ベルの健康の保護を確保すると同時に、国際交通

への不必要な干渉を回避するように、措置が他の

参加国によるものと整合的であることを求めてい

た33。さらに、そのために協議の手続を設けること

も提案していた。全体として、疾病の国際的拡大へ

の対応と「国際交通および取引に対する不要な阻

害の回避」とのバランスを従来よりも強力に確保

するために、独自の判断による保健上の追加措置

に対して一層の実体的・手続的な縛りを課そうと

する提案と評価することができる。 
 アフリカ連合も、同様に参加国による過剰な保

健措置に対応するための改正を提案していた34。ア

フリカ連合の 43 条 4 項の改正提案は、保健上の追

加措置の公衆衛生上の理由についての説明を

WHO が検討したのちに、当該措置が均衡性を欠く

または過剰なものである場合には、修正または撤

回するように当該参加国に対して勧告を行う手続

を導入するものであった。また、43 条 6 項におい

て、勧告を 2 週間以内に実施することを義務づけ

る提案を行っていた。 
 このような改正案に対して、IHR 改正検討委員会

は、参加国によってとられる保健上の追加措置の

必要性と均衡性の確保についてより注意が払われ

るようにするとの提案の目的は支持するとしつつ

も、手続きについては必要以上に詳細な規定ぶり

となっているのではないかとの意見が付されてい

た35。また、WHO が措置の修正または撤回を勧告

する制度については、参加国の主権を不当に侵害

するものとならないかという点について懸念が示

された36。 
 43 条については以上のような提案がありながら

も、協議に関する 43 条 7 項のみが改正されたとい

うのが 2024 年改正に至る交渉の結果である。

COVID-19 パンデミックに際して各国がとった国

際交通を制限する措置については批判もありつつ

も、現行規定に反映されている国際交通の円滑な

実現と公衆衛生上の措置の必要性のバランス自体

とその確保のための実体的・手続的規則には、修正

が加えられなかったことになる。COVID-19 の経験

を踏まえてもなお、このような結果となったのは、

各国の主権に基づく保健政策に対する制約が新た

に課されることに対して抵抗があったからであろ

うと考えられる。 
 
Ｅ．結論 
本研究では、COVID-19パンデミックを契機に行

われたIHRの2024年改正について、特に船舶の運行

 
32 Ibid. 
33 Ibid., pp. 30–31 
34 Ibid., p. 48. 
35 Report of the Review Committee regarding 

に関係する規定に焦点を当てて検討した。改正を全

体としてみれば、公衆衛生上の緊急事態への備えと

対応の強化を目的として、様々な修正が行われたが、

船舶の運航に関する規定の改正は限定的なものに

とどまった。 
船舶の運行に関するIHRの規定改正によってパ

ンデミック時に生じうる問題の解決が特に期待さ

れたのは、船内で感染症が拡大しつつある場合の船

舶の入港拒否問題と、そうした船舶の入港が認めら

れた場合の保健上の措置の実施に関する問題であ

る。このうち、前者の入港拒否問題については、そ

の対応のための直接的な提案は、いずれのWHO加
盟国からもなされなかった。保健上の措置と国際交

通の不必要な阻害の回避のバランスという観点か

らは、船舶の運行に特化した条文の改正がなくとも、

43条の改正があれば、重要な意義を持つ変更となり

えた。しかし、43条の下で保健上の追加的措置をと

る権限に対する制約を課す提案はいずれも採択さ

れなかった。船舶の入港拒否問題については、各国

が入港の許否に関する最終的な判断権を手放すこ

とは期待しがたいということが明らかになったと

いえる。そのため、COVID-19の流行拡大期に起き

たのと同様の事態は将来的にも再び発生しうると

いえ、この問題への対応は引き続き課題として残っ

ていると言わざるをえない。 
 もう一方の問題であるパンデミック時に入港す

る外国船舶への措置の問題については、旗国と寄港

国との間の権限の調整や、寄港国と船舶の運行者と

の間の指揮・連絡の円滑化については、IHRの規定

改正により実務的な解決の可能性があった。この点

については、一定の成果が得られた一方で、従来の

規則の下で不明瞭であった点について指針を示す

ような新たな内容が、今回の改正で実現したとまで

は言いにくい。クルーズ船における感染症対応の教

訓を踏まえて、日本が今回の提案した改正案は、概

ね既存の規則の範囲内での限定的な規則の明確化

にとどまっているといえる。附属書4において限定

的な形とはいえ「備え」が追加された点も、問題の

解決に向けて実際上の効果を発揮することは直ち

には期待できない。もっとも、附属書4へ「備え」の

言及が追加されたことは、今回の改正全体の基本方

針とも合致するものであり、理念的に重要な変更と

評価できる。 
もっとも、大きな改正に繋がらなかったとはいえ、

IHR交渉プロセスにおいて船舶の運行への影響の

問題が提起され議論されたことには、それ自体意味

があるという評価も可能である。改正が行われなか

った条文についても、改正提案についての検討・交

渉を通じて、当該条文の解釈に関する共通理解につ

amendments to the International Health Regulations 
(2005), supra note 18, p. 69. 
36 Ibid., p. 68. 
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ながった側面がある。その点で、最終的な改正に繋

がらなかった提案も含め、一連の提案を行った日本

政府は交渉プロセスに重要な貢献を行ったと評価

できる。 
 なお、海運における感染症対応はIHRのみならず、

IMOや国際労働機関（ILO）の枠組みにもまたがっ

ており、各制度の全体像の中で十分な体制を確保し

ていく必要がある。この点では、IHRにおいて船舶

におけるパンデミックへの備えの要素が示された

ことから、船舶の問題についてより詳細な議論を行

うのに適したフォーラムであるIMOで、FAL条約の

改正等を通じてさらなるフォローアップを図るの

も方策であろう。IMOの簡易化委員会（FAL）第48
会期では、キプロス・ギリシャ・マルタがIHRの改

正によってFAL条約附属書の改正が必要となる可

能性があるとのペーパーを提出している（IMO Do
c. FAL 48/19）。また、感染症の拡大に際して船員

の交代が困難となる等の問題が生じたことについ

ては、ILOで引き続き検討が行われている。 
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